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営利事業者が防疫物資を購入した場合の仕入税額
は売上税額から控除が可能

SEPT 2021 , No. 12   |   KPMG Global Japanese Practice (Taiwan firm)

COVID-19に関連して、企業が従業員の健康及び企業の

運営を維持するために、従業員全体の使用に供する防疫

物資を購入した場合、取得した統一発票記載の仕入税額

は、売上税額から控除することができます。

財政部北区国税局は以下の説明をしています。

付加価値型及び非付加価値型営業税法（以下、「営業税

法」）第15条の規定によると、「営利事業者は当期の売上

税額から仕入税額を差し引いた後の残高を当期の納付又

は還付の営業税額とする。」とされています。営利事業者

は従業員の健康及び企業の正常運営を維持するために、

簡易検査キット、手袋、フェイスガード、マスク、電子体温

計、アルコール消毒液等の各種防疫物資を購入し、従業

員全体の使用のために営業場所に備え置く場合、一定の

従業員のみが使用できるものではないため、同法第19条

第1項第4号に規定の従業員慰労の性質には属さず、本

業及び付属業務の使用に供する物品に該当すると見なさ

れ、その購入に伴う仕入税額は取得した統一発票に基づ

き、売上税額から控除することができます。

同局は以下の例で説明しています。

ショッピングモールを営むA社は、顧客及び従業員の安全

を守るために、売り場で働く従業員にフェイスガード及び

マスクの着用を規定し、従業員の使用のために、2021年5

月にB社からフェイスガード及びマスク等の防疫物資をNT

＄10万分購入しました。購入した防疫物資は使用者が特

定されておらず、従業員の健康及び企業の正常運営を維

持するために必要なものであるため、A社は営業税の申

告において、防疫物資購入に伴う仕入税額を売上税額か

ら控除することができます。

以前の財政部通達1986年10月3日台財税第7567454号に

おいて、営利事業者が営業場所に従業員全体の使用に

供するためのちり紙、石鹸、消費性用品、お茶等の物品を

購入した場合、その仕入税額を売上税額から控除するこ

とができると説明がありました。最近、企業はCOVID-19

に対応し、従業員全体の使用に供するための防疫物資を

購入した場合、その目的は職場環境の安全を維持するこ

とであり、本業及び付属業務の経営に必要なものに属す

るため、「従業員全体の使用に供する」といった前述の通

達の趣旨を参照し、その購入によって支払った仕入税額

は売上税額から控除することができると考えられます。
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